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認知症の人にやさしいまち        

   住み慣れた地域で過ごせる浜田市を目指して  

― この手引きの利用の仕方 ― 

認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気です。 

この冊子は、脳の病気である認知症の不安を少しでも解消し、安心して過ごすため

のサービス案内ガイドです。記載している内容は「医療」「予防（保健）」「福祉」に

関する病院や介護保険サービス、相談窓口を紹介しています。 

― ところで、浜田市認知症ケアパスって？ ― 

認知症の人やその家族が、認知症が疑われる症状が発生した場合に「いつ」「どこで」

「どのような」医療や介護サービスを受ければよいか、わかりやすく示し、ご本人、

家族を中心に、かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、ケアマネジャー、介護サービス

事業所などが情報を共有・連携して、切れ目のないサポートを行うための手引きで

す。 

― 目 次 ― 
１．認知症とは？ ………………………………………………… １・２ページ 
２．自分で出来る認知症気づきチェックリスト…………………  ３・４ページ 

３. 相談対応方法について（相談の流れ・対応の実際）……… ５～７ページ 

４．こんなときはどこに相談したらいいの？…………………… ８～１４ページ 

５. もしものときの心づもり……………………………………… １５・１６ページ 

６．認知症の予防から進行に合わせて受けられるサービス……  １７ページ 

７．認知症の方への対応（対応方法等）………………………… １８～２０ページ 

８．認知症の方の健康に気をつけ重度化を予防しよう！……… ２１ページ 

９. 認知症サポーター養成講座のご案内………………………… ２２ページ 

10. 認知症高齢者の捜索について………………………………… ２３・２４ページ 

 11. もしもの時に備えての登録制度………………………………  ２５・２６ページ 

～浜田市認知症ケアパス～ 

認知症 生活支援手引き 
（令和 5年度 改訂版） 
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認知症は、とても身近な脳の障害によって起こる「病気」です。さまざまな

原因で脳細胞が損傷を受け、認知機能が低下することによって生活のしづらさ

が出現してきます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症では、短期間の内に急激な脳の機能低下を生じる傾向があり、一方で

老化の脳の機能低下はゆるやかです。 

 

老化による物忘れ 認知症による物忘れ 

・体験の一部分を忘れる 

・何を食べたか忘れる 

・約束をうっかり忘れる 

・買い物に行ったときに、買うものを忘れる 

・日付や曜日・場所などを間違えることがある 

・ヒントを与えると出来事を思い出す 

・目の前の人の名前が思い出せない 

・体験そのものを忘れる 

・食べたこと自体を忘れる 

・約束したこと自体を忘れる 

・買い物に行ったことを忘れ、また買い物に行く 

・日付や曜日・場所などが分からなくなる 

・ヒントを与えても出来事を思い出せない 

・目の前の人が誰なのかわからない 

１．認知症とは？ 

アルツハイマー型認知症 

 脳の神経細胞が、老廃物で

ある異常なたんぱく質によ

り破壊され、脳が萎縮するこ

とで起こる。 

【特徴】 

○徐々に進行する。 

○知的能力の低下、感情面で

の変化がある。 

脳血管性認知症 

 脳の血管がつまったり、破れ

たりして、血流が途絶えること

で脳細胞が破壊され起こる。 

【特徴】 

○脳梗塞や脳出血をきっかけに

発症する。 

○体に麻痺(まひ)を 

生じることもある。 

レビー小体型認知症 

レビー小体といわれる異常た

んぱく質がたまり、脳の細胞

が破壊される。 

【特徴】 

○はっきりした幻覚がある。 

○時間によって症状が変動す

る。 

約 50％ 

約 20％ 約 10％ 

１ 認知症には主に３種類あります 

 

２ 老化による物忘れと認知症の物忘れの違い 
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 認知症の症状には、脳の細胞が壊れることによって直接起こる中核症状と周

辺症状といって本人のもともとの性格や環境・人間関係など様々な要因が絡み

合っておこる症状があります。また、治る認知症（正常圧水頭症など）の場合

もあります。早めに受診し原因となっている病気を突き止め、治療しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早期発見・早期治療

により進行を遅らせ

る 

適切な関り方、介護の

工夫により緩和するこ

とが出来る 

 

脳の細胞が死ぬ 

中核症状 

周辺症状 

気質・性格 
環境・ 

心の状態 

※１認知機能低下 見当識障害※２ 実行機能障害※３ 

理解・判断力の障害 その他 

不安・焦燥 うつ状態 幻覚・妄想 

徘徊 暴力・興奮 不潔行為 

３ 症状について 

 

※１認知機能・・・言葉を使う、

計算する、深く考えるなどの頭

の働き 

※２見当識障害・・・時間や月

日、場所、人が分からなくなる

など 

 

※３実行機能障害・・・新しい

機械が使えない、計画を立てら

れない、計画通り出来ないなど 
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「もしかして認知症？」が気になり始めたら自分でチェックしてみましょう。

ご家族や身近な方がチェックすることもできます。 

認知症気づき 

チェックリスト 

最もあてはまるところに○をつけてください 

ﾁｪｯｸ①  まったくない ときどきある よくある いつもそうだ 

財布や鍵など、物を置い

た場所がわからなくなる

ことがありますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

ﾁｪｯｸ②  まったくない ときどきある よくある いつもそうだ 

５分前に聞いた話を思い

出せないことがあります

か 

１点 ２点 ３点 ４点 

ﾁｪｯｸ③  まったくない ときどきある よくある いつもそうだ 

周りの人から「いつも同

じ事を聞く」などの物忘

れがあると言われますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

ﾁｪｯｸ④  まったくない ときどきある よくある いつもそうだ 

今日が何月何日かわから

ないときがありますか 

 

１点 ２点 ３点 ４点 

ﾁｪｯｸ⑤  まったくない ときどきある よくある いつもそうだ 

言おうとしている言葉

が、すぐに出てこないこ

とがありますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

 

２．自分で出来る認知症気づきチェックリスト 
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※このチェックリストの結果はあくまでもおおよその目安です。 

認知症の診断は医療機関での受診が必要です。 

ﾁｪｯｸ⑥  
問題なく 

できる 

だいたい 

できる 

あまり 

できない 
できない 

貯金の出し入れや家賃や

公共料金の支払いは一人

で出来ますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

ﾁｪｯｸ⑦  
問題なく 

できる 

だいたい 

できる 

あまり 

できない 
できない 

一人で買い物に行きます

か 

 

１点 ２点 ３点 ４点 

ﾁｪｯｸ⑧  
問題なく 

できる 

だいたい 

できる 

あまり 

できない 
できない 

バスや電車、自家用車な

どを使って一人で外出で

きますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

ﾁｪｯｸ⑨  
問題なく 

できる 

だいたい 

できる 

あまり 

できない 
できない 

自分で掃除機やほうきを

使って掃除ができますか 

 

１点 ２点 ３点 ４点 

ﾁｪｯｸ⑩  
問題なく 

できる 

だいたい 

できる 

あまり 

できない 
できない 

電話番号を調べて、電話

をかけることができます

か 

１点 ２点 ３点 ４点 

 

 

 

２０点以上の場合は、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性がありま

す。主治医や医療機関、相談機関に相談してみましょう。 

（チェックリスト引用：東京都健康長寿医療センター） 

チェックしたら、①から⑩の合計を計算         点 
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3．相談対応の方法について 
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者
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世
帯

 

 
高
齢
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隣
の
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、
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の
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に
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、
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で
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に
な

っ
て
い
る
。

2
~
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年
前
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、
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ら
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意
し
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ま
う
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お
じ
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連
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他
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の
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る
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相
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例
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と
れ
て
い
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か
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な
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お
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え
る
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が
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え
な
い

 

食
事
の
心
配

 

安 否 の 確 認  
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① 相談窓口 

   窓口への来庁や電話で「認知症や介護などの相談がしたい。」等とお伝え

ください。担当者や認知症地域支援推進員がご相談に応じます。 

【 窓 口 】（月～金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分） 

担当課 電話番号 

浜田市役所 健康医療対策課 高齢者福祉係 0855-25-9320 

浜田市弥栄支所 市民福祉課 健康福祉係 0855-48-2656 

 

② 浜田市地域包括支援センター（社会福祉協議会へ委託） 

高齢者やそのご家族を支援するための総合相談窓口です。介護サービス

の紹介や手続きの支援、介護予防サービスに関する支援など、何かお困

りのことがあればお気軽にご相談ください。主任ケアマネジャー、保健

師、社会福祉士がご相談に応じます。 

【 窓 口 】（月～金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分） 

機関名 電話番号 

浜田市高齢者相談支援センター（浜田市社会福祉協議会） 0855-22-3900 

高齢者相談支援センター金城 （社会福祉協議会金城支所） 0855-42-2301 

高齢者相談支援センター旭  （社会福祉協議会旭支所） 0855-45-0189 

高齢者相談支援センター弥栄 （社会福祉協議会弥栄支所） 0855-48-2194 

高齢者相談支援センター三隅 （社会福祉協議会三隅支所） 0855-32-1831 

４．こんなときはどこに相談したらいいの？ 

 １ 認知症について相談したい、介護保険サービスを利用したい 
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  ①かかりつけ医 

   もの忘れが気になり始めたら、まずは身近なかかりつけの医師に相談し

てみましょう。 

  ②認知症サポート医 

   認知症診療の知識や技術などを習得するための研修（認知症サポート医

養成研修、かかりつけ医認知症対応力向上研修）を修了した医師です。 

 

 

 

医師名 
医師の所属する医療機関 

医療機関名 所在地 電話番号 

中村 慎一 中村医院 浜田市三隅町三隅 1356 0855-32-0021 

田中 新一 心療内科田中クリニック 浜田市長沢町 3156 0855-24-1650 

彌重 博巳 医療法人社団彌重内科眼科医院 浜田市高田町 17 0855-22-1527 

沖田 浩一 沖田内科医院 浜田市蛭子町 20-1 0855-22-0767 

松本 貴久 西川病院 浜田市港町 293-2 0855-22-2390 

井上 幸哉 浜田医療センター 浜田市浅井町 777-12 0855-25-0505 

北條 宣政 浜田医療センター 浜田市浅井町 777-12 0855-25-0505 

笠田 守 笠田医院 浜田市牛市町 46 0855-22-1621 

小池 昌弘 小池医院 浜田市日脚町 996-6 0855-27-1020 

荒木 正人 西川病院 浜田市港町 293-2 0855-22-2390 

佐藤 誠 弥栄診療所 浜田市弥栄町木都賀イ 530－1 0855-48-5001 

 ２ 最近物忘れが気になる、自分が認知症かどうか知りたい 

認知症サポート医  

（令和 5年 3 月末現在） 

http://www.google.co.jp/url?url=http://matome.naver.jp/odai/2129039676468703601/2129040025768781603&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zdniVKTuCoP58QWEsYDIDw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNH3U3am4fyJJuhAFQV5NKRdmGhciA
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  ③しまね認知症疾患医療センター 

   県内の医療機関と連携しながら「認知症の確定診断」「認知症についての

最新情報の提供や助言」「地域連携の推進」の事業を行っています。 

   ・島根大学医学部付属病院（基幹型） 

  ☎ ０８５３－２０－２６３０（月～金曜日：午前９時～午後４時） 

  ・西川病院（地域型） 

  ☎ ０８５５－２２－２３９０ 

 

 

 

①認知症の人と家族の会（島根県支部浜田地区会） 

   認知症になっても安心して暮らせる社会の実現に向けて、認知症への正

しい理解を呼び掛け、本人同士・介護家族が集まり、自由に話しながら

情報交換・介護の相談・勉強会等をおこなっています。 

  ☎ ０８０－１６３１－３５８３ （浜田地区世話人 金子さん） 

②認知症カフェ 

   認知症の人やそのご家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、

お互いを理解し合うカフェとして、認知症の人の介護者の負担軽減を図

ります。 

   ・「オレンジカフェはまだ」 

  ☎ ０８０―１６３１―３５８３（認知症の人と家族の会 金子さん） 

  ・「カフェすぎはら」 

  ☎ ０８５５―２７―０４９０（杉原さん） 

  ・「Ｃａｆｅならあね」 

  ☎ ０８５５―４８―２９３９（岩田さん・伊藤さん） 

 ３ 認知症の人や介護をしている仲間と会いたい、相談したい 
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③しまね認知症コールセンター 

   「認知症の人と家族の会」が島根県からの委託を受けて開設しています。 

「家族の会」の会員が電話相談を受け、長年の介護から得た経験や知識、 

技術を基にしながら会話を通して問題解決への道を考える相談機関です。 

 ☎ ０８５３－２２－４１０５ （月～金曜日：午前１０時～午後４時） 

④ 認知症サポーター活動促進事業（チームオレンジ） 

認知症サポーターを中心とし、認知症高齢者等の意向に沿った出前支援や

認知症予防の勉強会、交流会、相談等認知症の人が安心して気軽に集うこ

とが出来る場を提供し、認知症になっても暮らしやすい地域づくりを目指

します。 

・「チームＳＯＳ」周布地区・大麻地区  

☎ ０８５５―２６―１１２３（事務局村井さん） 

  ・「あすなろくらぶ」下府地区 

  ☎ ０８５５―２８―３３３１（あすなろ薬局） 

           または、０９０－７１３０－５１８３（又賀さん） 

 

 

  

① 若年性認知症コールセンター 

   ６５歳未満で発症した場合は「若年性認知症」といいます。疑問や不安

をお持ちの方はご相談ください。 

 ☎ ０８００－１００－２７０７ （月～土曜日：午前１０時～午後３時） 

                          *年末年始.祝日除く 

② 若年性認知症支援コーディネーター 

☎ ０８５３－２５―７０３３（しまね若年性認知症相談支援センター） 

 

 

 ４ 若年性認知症について相談したい 
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① 成年後見制度 

認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な人が、財産

管理や日常生活での契約などを行うときに、判断がむずかしく不利益をこうむ

ったり悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り、支援をする制

度です。 

  まずは、浜田市健康医療対策課 ☎ 0855-25-9320 にご相談ください。 

 

② 日常生活自立支援事業 

日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が実施しています。 

認知症高齢者や知的・精神障がい者などの判断能力が十分でない方々が、で

きるかぎり地域で安心して自立した生活が送られるよう、福祉サービスの利用

援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービス等を行うものです。 

浜田市社会福祉協議会 ☎ 0855-23-4451 

 

③ 高齢者消費者トラブル 

例えばこんなことはありませんか？ 

 訪問した時、まとまった量の健康食品、高級羽毛布団、普段見慣れないもの

が必要以上にあった場合、次々と物を購入している可能性があります。業者か

らの電話を上手に切れず困っているなどトラブルに巻き込まれている可能性が

あります。 

 このような高齢者を狙って次々と「カモ」にする悪質業者もいます。消費者

トラブルをくい止めるには、高齢者と日常的に接している身近な方々が、まず

 ５ 高齢者の権利擁護に関する事を相談したい 
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変化に気づき相談機関につなぐ事が重要です。 

     島根県警察本部相談専用電話       ☎ 0852-31-9110 

    浜田警察署生活安全課          ☎ 0855-22-0110 

    島根県消費者センター          ☎ 0852-32-5916 

島根県消費者センター石見地区相談室   ☎ 0856-23-3657 

 

④ 高齢者虐待 

高齢社会と少子化により個人や家族での介護が困難になっていることなどか

ら、高齢者の介護、そして「虐待」が問題となっています。 

高齢者の介護は考える以上にたいへんです。高齢者の虐待が増えていること

の原因のひとつには「介護者の心身の疲労」があります。介護は長期にわたる

事も多く、家族だけでがんばっても限界があります。一人で抱え込まないで、

サービスの利用や、専門機関（家）や地域のネットワークを上手に活用するこ

とも大切です。 

少しでも気になることがあれば、遠慮なくご相談を！！ 

まずは、浜田市健康医療対策課 ☎ 0855-25-9320 にご相談ください。 
 

 

 

① いきいき配食サービス 

昼食の確保が困難な方に、365 日高齢者向けの昼食を利用者の家庭までお届け

し、あわせて安否確認を行います。ただし都合により休む場合があります。 

① 対象者  浜田市内にお住まいで次に該当する方 

     ・65 歳以上の高齢者または障がい者のみの世帯の方 

     ・65 歳以上の高齢者と障がい者のみの世帯の方 

② 利用料  お弁当   1食 450円 

 おかずのみ 1食 370円 ＊利用料は直接宅配業者へ支払い 

③ 宅配業者 まごころ弁当（☎ 25-5130） お届けハート（☎ 23-1186） 

 6 その他の見守り支援 
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② 緊急通報装置（サスケ） 

緊急時に、電話機に接続した緊急通報装置またはペンダント型発信機のボタ

ンを押すことによりサスケセンターに通報されます。サスケセンターから登録

された近所の協力員・民生委員・消防署や家族に連絡します。 

サスケセンターは 24 時間 365 日稼動していますのでいつでも利用できます。 

申請時に連絡員(親族)・協力員(家に駆けつけることができる近所の方)の選

定が必要です。 

① 対象者 浜田市内にお住まいで次に該当する方 

    ・65 歳以上の高齢者または障がい者のみの世帯の方 

    ・65 歳以上の高齢者と障がい者のみの世帯の方 

② 利用料 500円／月 

   ※ご利用者様の不注意で機器が破損した場合は修理代がかかります。 

③ 提供事業所 サスケセンター【山口県周南市】 

④ 利用方法 

 

   

           

 

          

             

 

 

 

 

 

緊急通報のボタンかペンダントを押

すとサスケセンターに通報されます。 

サスケセンターでは看護師・保健師・

介護福祉士・ヘルパー等さまざまな資

格を持った職員が対応します。 

緊急 
相談 

安否確認 

体調が悪くなったとき等

の緊急時サスケセンター

が状況を判断し、消防署

やご家族に連絡します。 

生活相談や健康・介護

相談を受け付けていま

す。必要に応じて関係

機関をご紹介します。 

サスケセンターから月に 1

回お伺いの電話を行い、健

康状態の確認や健康・防犯

等の情報提供を行います。 
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～私の心づもりを、言葉にしてみませんか？～ 

 

誰もが、いつまでも元気に、住み慣れた地域で暮らしたいと思っています。 

 でも、もし病気になったら・・・介護が必要になったら・・・そして突然 

自分の希望を伝えることができなくなったら、あなたはどうしますか？ 

 自分らしい人生を送るために、「もしも・・・」の時の心づもりを、考えて 

話し合ってみませんか！？ 

 

🌌例えば・・・ 

★あなたが大切にしていることは何ですか？ 

 ★あなたの大切な思い出は？ 

 ★家族・身近な人に伝えておきたいことありますか？ 

 

 もしもの時は 🍀 

  ☆どこで療養（治療やケア）をしたいですか？   

（病院・施設・自宅 等） 

  ☆どんな治療をどこまで受けたい（受けたくない）ですか？ 

     心臓が止まったら心臓マッサージ・・人工呼吸器までつけて欲しい 

     食べられなくなったとき、胃ろう？点滴？何もしない？ 

 いつ・誰と・どうする？？？ 

  ※まずは、冷静な判断ができる元気な時に考えてみましょう！ 

  ※ひとりで考えず、家族や支えてくれる人たち（医療・介護関係者も含む） 

   と話し合ってみましょう！ 

  ※結論を出す必要はないです。お互いの意見を確認し話し合う過程が大切 

です！ 

  ※自分や家族の思いや考えは、実際の場面では揺れ動きます。 

   何度でも繰り返し話し合うことが重要です。 

  ※折角話し合った事は、みんなの知るところに、書き留めておきましょう！ 

 

  問い合わせ先 

浜田市地域包括ケア推進連絡会  浜田市認知症ネットワーク世話人会 

 （事務局 浜田市健康医療対策課 TEL：0855-25-9320 担当：西川）      

５．もしものときの心づもり 

！ 



16 

 

わたしの伝えたこと・・・もしもの時は・・・🍀 

 

わたしの思いや考え   記入日    年  月  日 

 

●自分の思いや考えを伝えられなくなった時に、どのような治療を望みますか？ 

 □可能な限り延命治療を受けたい    □延命治療を希望しない 

 □苦痛を少なくすることを重視する   □その他（          ） 

 

●食べれなくなった時に、どうしてほしいですか？ 

  □胃や鼻からチューブで流動食を入れてほしい 

  □点滴で水分を補ってほしい 

  □人工的な栄養や水分の補給はしなくていい 

  □その他（                            ） 

 

●もしもの時が近くなった時に、どこで療養（治療やケア）したいですか？ 

  □病院    □介護施設   □自宅  □その他（         

 ※自宅以外と答えられた方で場所はどこがよいですか？ 

  □市内    □県内     □県外  □その他（        ） 

 

●自分の思いや考えを伝えられなくなった時に、あなたの代理として受ける医

療やケア等 

 について意思決定してくれる人はだれでしょう。（だれに決めてほしいです

か？） 

  □配偶者（夫・妻）     □子ども      □兄弟 

  □親戚           □友人・知人    □頼める人がいない 

  

 名前：         続柄：    連絡先： 
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６．認知症の予防から進行に合わせて受けられるサービス 

認知症の進行（右にいくほど発症から時間が経過し、進行している状態） 

介護保険・公的なサービス 

その他のサービス 

介
護
予
防 

医
療
・
看
護 

相 

談 

生
活
支
援 

認知症疑い 
日常生活は 

自立 

誰かの見守

りがあれば

日常生活は

自立 

日常生活に

手助け・介

護が必要 

常に介護が 

必要 

通所系介護 介 護 予 防 

悪 化 予 防 

つ な が り 

支 援 高齢者クラブ 地域サロン 

安 否 確 認 

見 守 り 

家 族 支 援 

浜田市認知症高齢者等 SOSネットワーク「どんちっち SOSネット」 

緊急通報装置「サスケ」  いきいき配食サービス（見守り） 

 いきいき配食サービス 

 浜田市地域包括支援センター 

認知症の人と家族の会 認知症コールセンター 若年性認知症コールセンター 

生 活 支 援 

身 体 介 護 

介護予防・日常生活支援総合事業 訪問・通所系介護 小規模多機能型居宅介護 

日常生活自立支援事業・成年後見制度 

医 療 

緊急時支援 かかりつけ医  認知症サポート医  認知症疾患医療センター 

かかりつけ歯科医  かかりつけ薬局 

 訪問看護   

高齢者向け住宅  有料老人ホーム 

 グループホーム 

 特別養護老人ホーム 

訪問介護 

住
ま
い 

住 ま い 

介護予防・日常生活支援総合事業 

・訪問型サービス ・通所型サービス 

どんちっち SOS見守りシール事業（どこシル） 

チームオレンジ 
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「驚かせない」「急がせない」「自尊心を傷つけない」 

 

 

 

 

1.まずは見守る  

認知症と思われる人に気づいたら、本人やほかの人に気づかれないように、

一定の距離を保ちさりげなく様子を見守ります。近づきすぎたり、ジロジ

ロ見たりするのは禁物です。  

2.余裕を持って対応する  

こちらが困惑や焦りを感じていると相手にも伝わって動揺させてしまいま

す。自然な笑顔で応じましょう。  

3.声をかけるときは 1人で  

複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすいので、できるだけ 1 人で声をかけ

ます。  

4.後ろから声をかけない  

一定の距離で相手の視野に入ったところで声をかけます。唐突な声かけは

禁物。「何かお困りですか」「お手伝いしましょうか」「どうなさいまし

た？」「ごゆっくりどうぞ」など。  

5.相手に目線を合わせてやさしい口調で 

小柄な方の場合は、体を低くして目線を同じ高さにして対応します。  

6.おだやかに、はっきりとした滑舌で  

高齢者は耳が聞こえにくい方が多いので、ゆっくりとはっきりとした滑舌

を心がけます。早口、大声、かん高い声でまくしたてないこと。その土地

の方言でコミュニケーションを取ることも大切です。 

7.相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する 

認知症の人は急がされるのが苦手です。同時に複数の問いに答えることも

苦手です。相手の反応を伺いながら会話をしましょう。たどたどしい言葉

でも、相手の言葉をゆっくり聞き、相手の言葉を使って推測・確認してい

きます。 

 

具体的な対応の７つのポイント 

認知症の人への対応の心得“３つのない” 

７.認知症の方への対応“３つのない”“７つのポイント” 
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こんな症状があるときは、どうすればいいの？

Q；「お金(通帳）を盗ま

れた」といわれた
ら・・・？

A；「また置き忘れたんでしょ」と責めるのは禁物。通帳は大

事なものなので、その在りかを知っているのは、一番親し
い家族やスタッフだと思われて、疑いの目を向けがちです。

大事なものが無くなったと思いこんでいる事実は、受け止
めてあげることと、勝手に探すのではなく、本人が見つけら
れるように一緒に探しましょう。

Q；自分の家なのに

「実家に帰る」と言って
外出しようとする

A；徘徊は、生まれ育った家に帰りたいとか、自分の居場所

を求めるための行動だそうです。ひとつの例として「もう遅い
から泊っていって」「ごはん食べてから帰っていって」等言っ
て時間をとるあるいは、一緒に歩き、気分転換してあげる。

Q；食事を食べたのに、

まだ食べていないとい
う

A；食事をしたこと自体を忘れています。すでに食べたことを伝

えても、「食べさせてもらえない」という不満を抱えてしまうこと
になります。いったん気持ちを受け止めて、軽食やお茶を出す
などの気分転換を促しましょう。「今から準備するから待って」
「もう少ししたらできるから」と言って時間をとると、そのうち忘
れて気持ちが変わることがあります。
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 ８. 認知症の方の健康に気をつけ重度化を予防しよう！ 

＊栄養バランスのよい食事を、よくかんで！ 

 栄養バランスのよい食事をとることが基本です。緑黄色野菜や果物、魚を

中心にした和食などがおすすめ。1日 3食よくかんで味わって食べましょう。 

＊脱水を防ぐために正しい水分補給を！ 

 体内の水分保持量が減っているうえ、水分・塩分の調整機能が低下して、

脱水状態を起こしやすい高齢者は、水分（電解質）の補給が必須。主治医

等と相談しながら、適量をとりましょう。 

＊楽しみながら散歩したり、部屋で軽い体操を！ 

 室内に閉じこもると筋力が衰えて転びやすくなります。また刺激が少ない事

で、注意、意欲・関心の低下につながります。ラジオ体操やウォーキング等の

有酸素運動は、脳の血流を増やし認知機能の低下を予防する効果があります。 

＊日中は外で運動して、昼寝するならば 30分以内に！ 

 日中はほどよく体を疲れさせ、昼夜が逆転しないように、1日のリズ

ムを整えることが大事です。                      

                               

 
食事や運動、睡眠・自然な排便など、脳の老化のスピードを

遅くする生活習慣を心がけることが認知症予防になります！                             



 

 

 

 

認知症を学び地域で支えよう 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

認
知
症
っ
て
な
に
？ 

地
域
で
支
え
る
っ
て
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？ 

『
先
ず
は
認
知
症
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
せ
ん
か
！
』 

認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。 

85歳以上の高齢者の4人に１人に認知症の症状があら

われると言われています。 

浜田市では、認知症になってもだれもが安心して暮らせ

るまちづくりを目指して、認知症を正しく理解し認知症の

方や家族を見守るための講座を実施しています。 

 

 

 

 

受講者のしるし 

 

 

 

 
 

 

 

９.認知症サポーター養成講座のご案内 

 
認知症サポーターとは 

認知症を正しく理解していただき認知症の人と、家族を地域で暖かく 

見守る応援者です。 

対象者 自治会、老人会、子供会、サロンなど地域団体 

商店、銀行、郵便局、学校など（概ね 10人以上） 

講師 キャラバンメイト（キャラバンメイト養成講座受講者） 

時間 60分～90分程度（相談に応じます） 

内容 
認知症の病気、症状、対応、家族支援、予防、サポータ

ーとしてできることなど基礎的なことから学びます。 

【お問合せ】浜田市 健康医療対策課 高齢者福祉係 

   TEL ２５－９３２０  FAX ２３－３４４０ 
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このネットワークは、認知症高齢者等のＳＯＳネットワークとして平成２７年

２月に設立しました。認知症により所在不明になった高齢者等や身元不明また

は徘徊が疑われる高齢者等を認めた場合、協力事業所の通常業務に支障のない

範囲での声かけ、保護をおねがいする事業です。 

捜索依頼は「浜田警察署」 ☎ ０８５５－２２－０１１０ 

 

 

  

１０．認知症高齢者の捜索について 

【捜索】どんちっちＳＯＳネット  
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どんちっちネットの声かけの流れを紹介しています。 

 

 

 

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

【声かけ】どんちっちＳＯＳネット  

どんちっちＳＯＳネット～【声かけ】 

ネットワーク参画団体 
 

住    民 
 

【声かけ】 
 こんにちは。 

どちらへ行かれますか？ 

【高齢者】 
 

「○○へ 

行きます。」 

 
 

 

答えられない 

様子がおかしい 

【通報】 
 

浜田警察署 
 

気をつけて 

いってらっしゃい！ 

・保護 

・家族へ連絡 

【実施事項】 

徘徊高齢者への声かけ・保護・通報 

 

★ 夜間の行方不明は生命に関わります！ 

★ 夕暮れ時、夜間に高齢者を見かけたときは特に声をかけあい、お互いに安心

できるまちづくりをしましょう！ 
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１１．もしもの時に備えての登録制度 

0855-25-9320 
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